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認知症の人とともに



チームオレンジは何を目指すのか？地域の人（認知症の人と介護家族を含む）と“チームオレ
ンジ”を立ち上げ・運営するのは難しい、さらには「共生社会の実現に資する～」と言われても？
と思ってしまう方が多くおられるのではないでしょうか。
2023年6月に成立した「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の理念には、主語に

「認知症の人の～」「認知症の人に～」等と記載されています。しかし超高齢社会において、認知症
に罹患するリスクが今後ますます増大するのであれば、地域で暮らす多くの高齢者が“認知症と
ともに生きる人”になるのかもしれません。認知症を自分事として捉える手立ての一つとして、
JDWG（日本認知症本人ワーキンググループ）の藤田和子代表は「この主語を『私の～』『私たち
に～』と置き換えて読み返してほしい」と提案されました。
認知症の人を特別視するのではなく、ひとりの人として先ずは当事者の声を聴くところから
始めてみましょう。そこから始まる地域づくり「チームオレンジ」は、失敗から学ぶ！その失敗と
プロセスが何より大切なのです。
人は生きていくうえで居場所があるというのは大事なことです。そして私たちそれぞれには
居場所があります。居場所とは、自分の心が落ち着くところ・「わたし」でいられる空間、雰囲気・
「わたし」を受け入れてくれる空間・こころの支えと考えられます。私たちはそんな居場所を持
ち、また作ることができます。しかし、認知機能に障害が現れると、その居場所を自分の力で見
つけることが難しくなります。私たちにできることは、その居場所を認知症があっても、なくて
も皆が一緒に作ることや、維持することです。
あなたも、だれもがつながる地域の居場所づくりにチャレンジしてみませんか？
そして地域から社会を変えていくための一歩を踏み出す勇気を持ちましょう！
認知症になっても安心して暮らせる社会を目指して！
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さいたま市チームオレンジ
ガイドブック発行に寄せて 本冊子は、さいたま市でチームオレンジの登録や活動を行う際のガイドブックになり

ます。
認知症の人が多く暮らす時代において、認知症とともに生きる方々が、自分らしく安
心して暮らせるまちづくりが求められています。
さいたま市チームオレンジは、そうしたまちづくりに向けて、認知症の人とともに具
体的なアクションを起こす市民や企業などによる取組になります。

この冊子の概要
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▲平成28年版高齢社会白書（65歳以上の認知症患者数と有
病率の将来推計)を基に作成

▲令和４年度までは実績数値
　令和5年度以降は「さいたま市第９期高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画」掲載資料を基に作成

認知症はだれもがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になることも含め、多くの人
にとって身近なものになっています。2040年には約584万人、65歳以上の約7人に１人が認知
症になると推計されるなか、私たちは「認知症がごく当たり前の社会」「認知症とともに歩む時
代」を生きています。
そんななか、認知症の人が、自分らしく安心して暮らし続けることができる社会、また、認知症
があってもなくても同じ社会でともに生きる「共生」社会の実現が求められています。
また、高齢者だけでなく、働き盛り世代で若年性認知症を発症される方もいます。だれもがな
りうる認知症。私たち一人ひとりが考え、向き合っていく必要があります。

だれもがなりうる認知症。
高齢化とともにますます増加していくことが予想されます。

認知症の人の多くが、認知症になることで、買い物や移動、趣味活動など地域の様々な場面で外
出や交流の機会を減らしている実態があると言われています。
こうした認知症の人の様々な生きづらさを解消していくためには、まずは認知症の人の希望や困
りごとに耳を傾け、何があったら暮らしやすくなるかを一緒に考えていく必要があります。
認知症の人の「声」を起点に実践される一人ひとりの取組、あるいは地域や企業の取組の積み重
ねが、認知症の人が安心して暮らし続けることができるまちづくりを進めることになり、認知症と共
生する社会の実現につながっていきます。
認知症の人も含め、様々な生きづらさを抱えていても、一人ひとりが尊重され、その本人に合った
かたちで、社会参加が可能となる「地域共生社会」の実現に向けて、今、「待ったなし」のチャレンジ
が求められています。

世界的に認知症の人の増加が課題となる中、注目されるのが、認知症フレンドリーコミュニティ
（認知症の人にやさしいまち）という考え方です。取組が進む英国では、認知症の人や家族に対する
全国的な調査を行い、医療や介護の資源が充実しているだけでは、認知症の人がいきいきと暮らす
ことはできず、その人たちをとりまく社会環境の側が変化しなくていけないという問題意識に立っ
て取組が行われています。

【認知症フレンドリーコミュニティに関するイメージ図】
出典 ： 英国アルツハイマー協会”Building dementia-friendly communities：A priority for everyone”著者訳
 『認知症フレンドリー社会』　徳田雄人著　岩波新書

本人の「声」を起点に実践される市民や地域、企業などのアクションが
認知症と共生するまちづくりにつながります。認知症と共生する社会の実現に向けて

【国】認知症高齢者数の推計

令和22
（2040）

平成24
（2012）

462万人

約584万人

【さいたま市】認知症高齢者数の推移

令和22
（2040）

平成24
（2012）

令和4
（2022）

20,431人 33,052人

43,813人

POINT

超高齢社会の我が国において、私たちは「認知症がごく当たり前の社会」「認知
症とともに歩む時代」を生きています。
認知症の人も同じ社会の一員として、自分らしく安心して暮らし続けることが
できる社会（認知症と共生する社会）の実現には、認知症の人と手を携えながら
まちづくりを進めていく必要があります。

は
じ
め
に

は
じ
め
に

column 認知症の人にやさしいまちとは

認知症フレンドリーコミュニティー
Dementia-friendly communities

認知症の人が高い意欲と自信を持ち、（地域や社
会に）貢献していることがわかるように力づける

認知症の人や
その介護者の視点に基づいた

まちづくり

早期に診断がされ、
個別的で統合的
ケアが当たり前に

地域による
解決策で
自立を維持

地域生活に
参加するのを
手助けする人々

認知症の
顧客に対応する
企業やサービス

認知症の人が
力づけられ、貢献が
認識されている

適切な交通・移動手段

偏見を正し、
理解を深める

迷いにくい
物理的な環境

認知症の人が
包摂された活動認知症

フレンドリーに
なるという
ことは…
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認知症と共生する社会の実現に向けたまちづくりには、地域における「認知症の人の社会参加
の場の創出」、日常生活の様々な場面でサービスやモノを提供する民間企業などの「多様な主体
との連携」の二つが不可欠になります。
そこで、さいたま市では、厚生労働省が進める認知症施策の「チームオレンジ」の取組を、認知
症と共生する社会の実現に向けたまちづくりと捉え、さいたま市版チームオレンジとして、「①
チームおれんじ」「②認知症フレンドリー企業・団体」の登録制度を設け、登録チーム・企業等の
活動の支援やＰＲを行っています。
こうした様々な主体によるアクションを通じて、認知症と共生する心をまち全体へと結び合
わせていく取組が「さいたま市チームオレンジ」となります。

さいたま市チームオレンジは、
市民や地域、企業・団体などによるアクションを通じて、
認知症と共生する心をまち全体へと結び合わせていく取組です。

【さいたま市チームオレンジの概念図】
さいたま市チームオレンジとは

さいたま市チームオレンジ
POINT

さいたま市では、認知症と共生する社会の実現に向けたまちづくりとして、
「さいたま市チームオレンジ」の取組を進めています。
「さいたま市チームオレンジ」は、
①チームおれんじ（認知症の人とともに地域で活動を行う）
②認知症フレンドリー企業・団体（認知症への理解と支援等の活動を実践する）
の二つの取組の柱で構成されます。

認
知
症
と
共
生
す
る
ま
ち
づ
く
り

多様な主体による連携
（認知症バリアフリー）

認知症の人の
社会参加の場の創出

認知症フレンドリー
企業・団体2

チームおれんじ1

認知症の人とその家族及び
サポーター等により構成された

チームによる地域活動

企業・団体等による
認知症への

理解と支援などの活動

登
　録

市による
活動のPR

市による
活動の支援

登
　録

目 的 取 組 内 容 制 度
認知症フレンドリー企業・団体の登録要件 ※いずれか一つ以上

企業・団体内において認知症の理解を深める人材育成を行っている
チームおれんじをはじめとした認知症に関連した地域活動や市の施策を支援する取組を
行っている
認知症の人をサポートする社内制度を設けている
認知症の人が利用しやすいサービス・製品開発や環境整備を行っている

チームおれんじの活動例

居場所（集う場）づくり（認知症カフェ、サロン等の開催）
見守り・生活・移動支援（外出支援、見守り、声かけ、傾聴、訪問）
学習・運動・趣味活動・啓発（アクティビティの実施）
相談をつなぐ（各種支援サービスへのパイプ役）

2

1

②認知症フレンドリー企業・団体
地域の企業・団体等が認知症への理解や認知症の人や家族への支援、
認知症の人が利用しやすいサービス・製品開発、環境整備なとを実践

認知症の人
医療機関

学校・図書館

介護事業者

警察・消防

交通機関

家族サポーター

認知症の人

家族

地域
市内全域

サポーター

店舗

金融機関

郵便局

活動内容の発信
・

協力のよびかけ
認知症への理解

・
できる限りの支援

①チームおれんじ
認知症の人とその家族及びサポーター等により

構成されたチームによる地域活動

は
じ
め
に

は
じ
め
に

5 6



認知症の人が住み慣れた場所で、自分らしく安心して生きることが
できるまちづくりの取組となるさいたま市チームオレンジの拠点施設
です。認知症に関連した地域や企業の様々な取組・情報を集約し、
情報発信や地域、企業の活動と交流支援を行う相談窓口です。
コーディネーターが地域や企業の活動に関するご相談をお受けし、

地域へ出向いて支援します。

さいたま市認知症フレンドリーまちづくりセンター紹介
は
じ
め
に

は
じ
め
に

さいたま市チームオレンジロゴマーク

さいたま市チームオレンジWEB

与
野
中
央
通
り

17
号
バ
イ
パ
ス

さいたま市
認知症フレンドリー
まちづくりセンター

さいたま市立
与野本町小学校

さいたま市与野本町
コミュニティセンター

与野本町郵便局円乗院
与野公園

与野高校

さいたま市
中央区役所

大
宮
方
面

赤
羽
方
面

与
野
本
町
駅

●開所時間
月～金　9：30～16：00
（祝・休日、年末年始を除く）

●アクセス
JR埼京線 与野本町駅　徒歩6分
〒338ｰ0003
さいたま市中央区本町東4ｰ7ｰ20
（与野本町デイサービスセンター内）

●問い合わせ先
TEL
FAX
E-mail：friendly@saitama-orange.com

：
：
048ー816ー4711
048ー853ー5010

URL：https://www.saitama-orange.com/

※詳細は、裏表紙掲載のポータルサイトからご覧になれます

認知症に関する最新の知見、イベント
や地域活動の情報をポータルサイトな
どを通じて、発信します

知る 情報発信機能

身近な人が認知症になった

認知症ってどんな病気か知りたい

活動する活動支援機能

認知症の人の希望に寄り添った活動
をしたい
企業活動として、認知症の理解や支
援に取り組みたい

さいたま市
与野休日急患診療所

（建替工事中）

認知症の人や家族、地域住民などが行
う地域活動や認知症の理解や支援を
行う企業・団体などを支援します

認知症サポーター養成講座など、認知
症の理解や実践を促す講座や研修を
開催します

学ぶ 人材育成機能 交流する交流促進機能

認知症の人を含む地域と企業・団体が連
携し、認知症と共生するまちづくりを行っ
ていくための機会づくりを支援します

みんなが暮らしやすい地域づくりを
認知症の人と一緒に考えたい
認知症の人が利用しやすいサービス
や製品を考えたい

認知症の人と接する時の工夫や気づ
かいを学びたい
認知症の人の希望や思いを聞いてみ
たい

column さいたま市認知症希望大使（認知症本人大使）

さいたま市では、「認知症になっても、個人の尊厳が尊重され、住み慣れた地域で自分らし
く暮らし続けることができる社会」を実現するため、認知症の人が自らの言葉で語り、認知症
になっても希望を持って前を向いて暮らすことができる姿等を積極的に発信する「さいたま
市認知症希望大使（認知症本人大使）」を任命しています。

さいたま市認知症希望大使（認知症本人大使）とは？

人前でもたついたり失敗したりすると不安になり冷静な判断が難しくなるので、そうならないよ
うに配慮していますが、失敗したときは「やらかし」と称して笑い話にしています。
成功体験は自信につながるので、本人がやれること、やりたいこと、やってみたいことを尊重し

て、日常生活では極力手を出さないようにしています。

●家族からのメッセージ

徘徊や排せつ障害など、重度の機能障害を患っている患者さんをイメージされることが多いと思
いますが、そこに至るまでの軽度な認知障害の方がたくさんいます。私も日常生活はひとりで難な
くこなせますが、文字を書くこと、時計を読むことが不得意になりました。認知症は急に何もかもが
できなくなるのではなく、やれていたことが少しずつ難しくなっていきます。また不得意なこと、不
得意度合いは人それぞれに違います。認知症になったから何もできないと塞ぎこまず、やりたいこ
と、やれることをどんどんやりましょう。

●みなさんに伝えたいこと

フライパンを冷蔵庫の冷凍室に片付けようとするなど日常生活の中で自
分でも意味不明な行動をするようになりました。家族の勧めで最寄りの総
合病院で認知症と言われましたが、問診だけの診断に納得いかなくて転院
を繰り返しました。最終的には紹介された都内の病院でPET検査などを受
けて、若年性アルツハイマー型認知症と診断されました。
ここまでに半年以上かかりましたが、その間に認知症がどんなものか多

少勉強していたので、不安よりやっぱりそうかと納得して受け止めることが
できました。

●認知症と診断されるまでの道のり

大使任命式
（2025.9.17）

認知症サポーター養成講座
講話の様子

認知症カフェ「ちいとも」

さいたま市
認知症希望大使の
田邊さん
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データでみる認知症 令和５年６月、認知症の人や家族の意見を反映した、「共生社会の実現を推進するための認知症基本
法」が成立しました。基本法では、「認知症の人が尊厳を保持し、希望を持って暮らすことができるよう、
施策を総合的に推進する」ことが目的に掲げられ、保健・医療・福祉サービスの充実に加え、認知症を個
性と認めながら共生できる社会の実現の推進に重点が置かれたところに特徴があるといえます。
また、政府に基本計画の策定が義務づけられたほか、都道府県や市町村には計画を策定することが
努力義務として定められました。

column 認知症基本法の成立

column 厚生労働省が設置を進める「チームオレンジ」

出典 ： 「認知症の人にやさしいまちづくりガイド セクター・世代を超えて、取り組みを広げるためのヒント」
 （国際大学 グローバル・コミュニケーションセンター 認知症フレンドリージャパン・イニシアチブ）
 https://www.glocom.ac.jp/project/dementia/wp-content/uploads/2015/04/dfc_guide.pdf

券売機や自動改札など
機械操作が難しい

ATMの操作が
難しい

電話や携帯、メールなどの
通信機器を使うことが難しい

駅構内で迷ったり、
適切なバス停を探すのが難しい

活動や交流の減少には、理由があります
（認知症の人が日常生活のなかで困っていること）（「困っている」、「活動の妨げとなっている」と答えた人の割合）

「電車やバスなどの利用」
が減った

「買い物」に行く
機会が減った　

「外食に行く」
機会が減った

「友人や知人と会う」
機会が減った

認知症になることで、外出や交流の機会が減っています
（「回数や頻度が減った」、「活動をやめた」と答えた人の割合）

認知症の人の「生きづらさ」とは

2040年高齢者の７人に１人が認知症の時代へ

平成24年就業構造基本調査（総務省）

１年間に、親の介護などで
離職する人の数

10万人

2040年に、65歳以上の人に
占める認知症の人の割合

1/7人

英国アルツハイマー協会の
調査を、日本に置き換えた推計

認知症の社会的費用
10兆円

平成23年『認知症高齢者自立度分布調査』
（東京都）認知症高齢者自立Ⅰ以上

家で暮らす認知症の人の割合
67%

共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和５年６月１６日公布）

認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重
しつつ支え合いながら共生する活力ある社会（＝共生社会）の実現を推進

①認知症の人に関する国民の理解の増進等
②認知症の人の生活におけるバリアフリー化の促進
③認知症の人の社会参加の機会の確保等
④認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護
⑤保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等
⑥相談体制の整備等
⑦認知症の予防等
⑧多様な主体の連携
※その他認知症施策の策定に必要な調査の実施、研究等の推進等、地方公共団体に対する
支援、国際協力

①総則（法律の目的や法律の基本理念について）
②認知症施策推進基本計画等（政府に計画策定の義務、都道府県・市町村に計画策定の努力義務）
③基本的施策（「認知症に関する教育の推進」といった基本的な施策について）
④認知症施策推進本部（政府の認知症施策推進体制について）

名 称

目 的

概 要

基本的
施　策

令和元年に策定された政府方針「認知症施策推進大綱」では、共生社会を実現するための地域支
援体制の強化策の一つとして、令和７年度までに全市町村で「チームオレンジ」を整備することが位
置づけられました。
「チームオレンジ」は、「認知症と思われる初期の段階から、心理面・生活面の支援として、市町村が
コーディネーターを配置し、地域において把握した認知症の方の悩みや家族の身近な生活支援ニー
ズ等と認知症サポーターを中心とした支援者をつなぐ仕組み」であるとされています。

は
じ
め
に

は
じ
め
に

出典：厚生労働省 チームオレンジの取組の推進

「認知症及び軽度認知障害の有病
率調査並びに将来推計に関する研
究」（令和５年度老人保健事業推進
費等補助金 九州大学二宮利治教
授）による厚生労働省発表値

584万人
※2040年推計値
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「認知症とともに生きる希望宣言」は、認知症とともに暮らす本人一人ひとりが、体験
と思いを言葉にし、それらを寄せ合い、重ね合わせる中で、生まれたものです。

column 認知症とともに生きる希望宣言

は
じ
め
に

は
じ
め
に

一般社団法人　日本認知症本人ワーキンググループ　ホームページより

出典：厚生労働省

出典：2023年度版 認知症地域支援推進員 活動ガイド ～ もっと楽に、楽しく、活躍を ～

認知症になると何もできなくなるという考えではなく、認知症になってもできること・やりたいこ
とがあり、地域で仲間等とともに、希望を持って自分らしく暮らすことができるという考え方。

●何もできなくなる、といったこれまでの考え方を、新しい認知症観に変えることが、すべての取組
の出発点です。

●地域で暮らす全ての人と新しい認知症観をともに育んでいきましょう。

新しい認知症観とは？

「新しい認知症観」に立つ

column 新しい認知症観について

古い認知症観 （他人事、他者視点、問題重視、疎外、絶望）

❶わがこと、お互いさま、向き合う、備える
❷わかること、できることが豊富にある
❸本人は声を出せる／声を聞く
❹本人が一番困っている。本人なりの意味がある。
❺あたりまえのこと（人権）重視。自由と安全のバランス
❻本人が決める（決められるように支援）
❼本人は支え手でもある。経験者として大切な存在
❽地域の一員としてともに暮らす　※施設入所後も
❾認知症でも自分は自分、自然体でオープンに。
10楽しい、のびのび、あきらめず、希望がある

新しい認知症観 （わがこと、本人視点、可能性重視、ともに、希望）

❶他人ごと、なりたくない、目をそらす、先送り
❷認知症だと何もわからない、できなくなる
❸本人は話せない／声を聞かない
❹おかしな言動で周りが困る
❺危険重視、過剰制限しても仕方ない
❻周囲が決める
❼本人は支援される一方、負担の存在
❽地域で暮らすのは無理
❾認知症は恥ずかしい、隠す
10暗い、萎縮、あきらめ、絶望的

認知症とともに
生きる希望宣言

一般社団法人 日本認知症本人ワーキンググループ

自分自身がとらわれている常識の殻を破り、
前を向いて生きていきます。

自分の力を活かして、大切にしたい暮らしを続け、
社会の一員として、楽しみながら
チャレンジしていきます。

私たち本人同士が、出会い、つながり、
生きる力をわき立たせ、元気に暮らしていきます。

自分の思いや希望を伝えながら、
味方になってくれる人たちを、

身近なまちで見つけ、一緒に歩んでいきます。

認知症とともに生きている体験や工夫を活かし、
暮らしやすいわがまちを一緒につくっていきます。

わたしたちは、「認知症とともに生きる希望宣言」を
もとに、全国で「希望のリレー」プロジェクトを

展開していきます。

「認知症とともに生きる希望宣言」は、
わたしたち認知症とともに暮らす本人一人ひとりが、
体験と思いを言葉にし、それらを寄せ合い、
重ね合わせる中で、生まれたものです。

今とこれからを生きていくために、一人でも多くの人に
一緒に宣言をしてほしいと思っています。

この希望宣言が、さざなみのように広がり、
希望の日々に向けた大きなうねりになっていくことを

こころから願っています。

それぞれが暮らすまちで、そして全国で、
あなたも、どうぞごいっしょに。

代表理事　藤田和子
日本認知症本人ワーキンググループ
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